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Ⅰ　はじめに

2000年度からの国産麦の民間流通移行は，1952年度以降，食糧管理法（以下，食管法）及び

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（以下，食糧法）にまたがって行われてきた

「政府間接統制」という麦政策・制度の枠組みを転換させた点で，戦後日本の麦政策・制度の

歴史における大きな画期となった。そして，その後 7年を経て，麦政策・制度は07年度に再び

大きく再編されて新たなスタートを切った。

今回の07年度再編は，民間流通移行に際しても行われなかった食糧法の改定を伴っており，

また，その再編内容は生産・流通・輸入など広範囲に及んでいる。その意味で，07年度再編は

麦政策・制度を新たな段階へと進めたものと言える。

07年度再編の背景には，1つには民間流通移行後の国産麦をめぐる諸問題があるが，同時に，

民間流通移行後の麦をめぐる諸問題と麦政策・制度の再編
－2007年度再編の経緯と内容－

Ⅰ　はじめに

Ⅱ 「新たな麦政策大綱」による麦政策・制度の転換と民間流通移行

Ⅲ　民間流通移行後の麦をめぐる諸問題と麦政策・制度の対応

１ 「水田農業経営確立対策」下での国産麦の生産増加

２　国産麦の生産増加に伴って生じた諸問題

３　麦政策・制度の対応と国産麦をめぐる状況

Ⅳ　麦政策検討小委員会における麦政策・制度の見直し

１　麦政策検討小委員会をめぐる経緯

２ 「今後の麦政策のあり方」の内容

Ⅴ　2007年度再編麦政策・制度の特徴

１　改定食糧法・担い手経営安定新法と再編麦政策・制度の枠組み

２ 「仕組み」をめぐる動き

３　2007年度における品質評価基準の改定

４　国内麦生産にとっての再編麦政策・制度の意味

Ⅵ　むすび



戦後農政の一大転換たる「品目横断的経営安定対策」が07年度から開始となり，同対策におい

て麦が対象品目に含められたことによって，麦政策・制度も同対策への対応を迫られたという

事情があることも見ておかなければならない。したがって，07年度再編の意味を考察するには，

この 2つの背景を押さえることが必要となる。

以上を踏まえ，本稿は，品目横断的経営安定対策に至る日本農政全体の流れを見据えつつ，

民間流通移行後の国産麦をめぐる諸問題の経緯を分析する中で，07年度開始の再編麦政策・制

度の特徴とそれが国内麦生産に対して持つ意味を明らかにすることを課題とする。

Ⅱ　「新たな麦政策大綱」による麦政策・制度の転換と民間流通移行

国産麦の民間流通移行は，1998年 5 月発表の「新たな麦政策大綱」に基づいて，2000年度

（00年産）から実施された。

99年 7 月制定の「食料・農業・農村基本法」（以下，新基本法）は，「国は，消費者の需要に

即した農業生産を推進するため，農産物の価格が需給事情及び品質評価を適切に反映して形成

されるよう，必要な施策を講ずるものとする。」（第30条第 1項），「国は，農産物価格の著しい

変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。」

（第30条第 2 項）として，農産物価格の形成は基本的に市場原理に委ね，生産者手取価格（価

格・所得政策によって生産者に支払われる助成金を含む，販売農産物単位重量当たりの生産者

収入額。米生産調整政策における転作奨励金は含まない）ないし生産者所得については別途補

償措置を講じることとしたが，「新たな麦政策大綱」は，52年度以降行われてきた麦の政府間

接統制を転換して麦政策・制度を民間流通を中軸に置いたものにするとした点で，この新基本

法の内容を先取りしたものであった。

同大綱で打ち出された新たな麦政策・制度の枠組みの特徴をまとめると，①麦の輸入は従来

と同様，政府が国家貿易によって計画的に行う，②国産麦の政府買入れは00年産から原則廃止

してこれを民間流通に移行させる，③国産麦の価格形成については播種前に行われる入札取引

を基本とし（上場数量は販売数量の 3 割を原則とする），相対取引の価格は入札取引価格を基

本として契約当事者間で協議決定する，④生産者手取価格を補償するために民間流通麦に対し

て「麦作経営安定資金」を交付する，となる1）。

このうち②について付言すると，従来の国産麦の流通は政府間接統制の中軸たる政府無制限

買入制度の下で行われていたが，政府買入価格が政府売渡価格よりも高く設定されていたため

に国産麦の流通はそのほとんどが政府経由となり，これが「実需者のニーズが生産者に的確に

伝達されず，需要と生産の大幅なミスマッチが発生」（「新たな麦政策大綱」）する要因になっ

たとして，「需要と生産のミスマッチ」（以下，「ミスマッチ」）を解消することを最大の理由と

して行われたものである。ただし，そこでは民間流通が定着するまでの間は政府買入れも残す

こととされ，そのため，この時点では政府無制限買入制度を規定した食糧法第66条の改定は行

われなかった。なお，行論との関係でここで指摘しておくならば，この政府無制限買入制度の

規定は03年 7 月の食糧法改定（施行は04年 4 月）によって第41条に移行した。

また④は，入札取引によって国産麦の生産者手取価格は「麦の生産費その他の生産条件，麦
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1）「新たな麦政策大綱」下の麦政策・制度の特徴については，拙著『日本麦需給政策史論』八朔社，2002年，

pp.370-374，を参照のこと。



の需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し，麦の再生産を確保することを旨

として定め」（食糧法第66条第 2 項）られていた国産麦政府買入価格から，国内供給量の 9 割

近くを占める輸入麦の政府売渡価格の水準にまで大幅に下落することが見込まれたため，その

差額相当分を補填すべく設定されたものである。

そして，上述のように民間流通定着までの間は政府買入れも残すとされたものの，00年産以

降「麦契約生産奨励金」や「民間流通支援特別対策」など国産麦に関する諸奨励金において政

府買入麦と民間流通麦との間に格差をつけ，後者の生産者手取価格を前者のそれよりも有利に

する諸措置がとられたため2），民間流通移行は一挙に進んだ。すなわち，国産麦の民間流通比

率は初年度の00年産ですでに小麦96.8％，六条大麦84.5％，二条大麦87.8％，裸麦88.0％，4 麦

合計95.6％と極めて高い数値となったが，これが01年産ではそれぞれ99.7％・97.8％・97.7％・

98.7％・99.5％とさらに高まり，05年産以降は 4 麦すべてで100％となって3），ここに国産麦の

民間流通移行が完全に達成されたのである。

Ⅲ　民間流通移行後の麦をめぐる諸問題と麦政策・制度の対応

１　「水田農業経営確立対策」下での国産麦の生産増加

以上のように2000年産から国産麦の民間流通移行が開始されたが，そこでは民間流通移行の

最大理由とされた「ミスマッチ」の解消は進展せず，さらに新たな問題も生起した。その背景

には民間流通移行と同じ00年度から開始された新たな米生産調整政策の下で国産麦の生産が大

きく増加したことがあった。

米をめぐっては1995年11月の食糧法施行・食管法廃止によって米流通制度の主軸が政府米か

ら自主流通米に移り，また，国産米の政府買入数量も備蓄の範囲内（ミニマム・アクセス米を

含めて150万t程度）に限られるなど，政府による米の管理が大きく後退した。このような下，

一方で95年産以降米の豊作が続き，他方で米消費の減退に歯止めがかからない中，食糧法施行

後まもなく米の過剰問題が深刻化した。これに対して，米生産調整が強化され，また，備蓄の

範囲を越えて政府による米の大量買入れ＝市場からの国産米の引上げが行われたが（これによ

って政府は大量の国産米在庫を抱えることになった），自主流通米入札取引価格は全般的に下

落し続け4），米の生産者手取価格も低下した。

これに対応するために97年11月に「新たな米政策大綱」が発表され，98年産米から，①国産

米政府在庫を縮減するための政府の国産米買入量制限ルールの導入，②米生産調整のいっそう
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2） 民間流通麦と政府買入麦との間での諸奨励金の格差設定については，拙稿「新基本法・『戦後農政の全面

的再編』下における麦政策と麦生産」『アルテス・リベラレス』第75号，2004年，pp.52-53，を参照のこと。

3）『米麦データブック』（全国瑞穂食糧検査協会）各年版より。

4） 上場全銘柄の60㎏当たり指標価格は，1995年産（年平均）の 2万0240円が96年産（同）では 1万9806円と

なり，これが97年産になると第 1回入札（97年 8月）で 1万8322円，第 2回入札（97年 9月）で 1万7747円，

第 3回入札（97年10月）で 1万7522円，と大きく下落した（97年産の年平均は最終的には 1万7625円）；全

国米国取引・価格形成センター資料より。

なお，様々な措置がとられたにもかかわらず食糧法下で自主流通米価格が下落し続けた理由としては，①

米流通規制緩和下での大手量販店の米小売への参入等による価格形成主導権の「川下」への移動，②回転備

蓄を基本にした政府の備蓄政策の下での政府保有古米の市場販売による米価の全般的な下落，③90年代後半

の豊作基調による米の需給緩和，などが挙げられる。



の強化（96・97年度に78万3000haだった生産調整面積を98・99年度に96万3000haに引き上げ

る），③生産者に対する米価下落補填措置＝「稲作経営安定対策」（これに伴い，従来の自主流

通米価格入札取引の値幅制限は撤廃。同対策への加入は米生産調整の完全実施が条件）の実施，

の 3つを柱とする政策が開始された。このうち③は「新たな麦政策大綱」と同様，新基本法第

30条の内容を先取りしたものである。

しかし，この政策の下でも自主流通米入札取引価格の下落傾向は続き5），「稲作経営安定対策」

が自主流通米の各銘柄について過去 3ヶ年の入札指標価格の平均を補填基準価格として入札価

格下落分の 8割を補填するという仕組みであったために，米の生産者手取価格も下落した。

これに対処すべく，「新たな米政策大綱」の補強措置として登場したのが99年11月の「水田

を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」であった。そこでは「稲作経営安定対策」の00

年産補填基準価格について生産者に有利になるよう修正が行われるとともに（過去 3ヶ年の入

札指標価格のうち，直近の99年産については入札指標価格に補填金を加えた額を使用する），

98年度に大きく引き上げられた米生産調整面積を今後も高水準で継続するために，転作作物の

生産を奨励すべく水田における麦・大豆・飼料作物の「本格的生産」が打ち出された。これは，

新基本法が国内の農業生産の増大や食料自給率の向上を謳ったことによって，自給率の低い麦

や大豆，飼料作物の生産増大が日本農政に求められている状況と相俟って，転作作物としての

麦・大豆・飼料作物への助成を強化させるものとなった。

それは具体的には，00年度から開始された新たな米生産調整政策＝「水田農業経営確立対策」

において，生産調整水田での麦・大豆・飼料作物の生産に対して10a当たり最高 7万3000円の

転作奨励金が交付されるという形で現れた。そこでは，各稲作農家には全国規模での「とも補

償」を行うために水稲作付面積10a当たり4000円の拠出が求められ，また転作奨励金は 3階建

て（ 1階＝とも補償〔 2万3000円/10a〕，2階＝農地利用集積・基本的技術励行〔 4万円/10a〕，

3 階＝水田高度利用〔 1 万円/10a〕）とされたために上記 3 品目の転作作物生産農家すべてが

最高額を受け取れたわけではないが，従来（98・99年度）の米生産調整政策＝「緊急生産調整

推進対策」では最高額が10a当たり 6 万7000円，技術対策に関わって設定された 3階部分を除

けば 5万円であり，また，全国「とも補償」のために水田所有面積10a当たり3000円の拠出が

求められていたことと比較すると，麦・大豆・飼料作物の転作奨励金はかなりの増額になった。

これは生産調整水田における麦の生産に大きなインセンティブを与えた6）。

全国の 4麦の転作麦作付面積について見てみると，98年産 5万7500ha・99年産 6万2100haだ

ったものが，00年産 7 万5500ha→01年産 9 万1500ha→02年産10万2700ha→03年産10万9300ha

と大きく伸び，その結果，転作麦に畑作麦，水田裏作麦を加えた 4麦の作付面積全体も大きく

増加した（98年産21万7000ha・99年産22万0700haが，00年産23万6600ha→01年産25万7400ha

→02年産27万1500ha→03年産27万5800ha）。麦種別には小麦の作付面積増加が大きく（98年産

16万2200ha・99年産16万8800haが，00年産18万3000ha→01年産19万6900ha→02年産20万

6900ha→03年産21万2200ha），これに伴って小麦の生産量も大きく増加した（98年産56万
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5） 上場全銘柄の60㎏当たり指標価格は，97年産（年平均）の 1万7625円が98年産（同）では不作の影響で 1

万8505円と若干回復したが，99年産（同）では 1万6904円と大きく落ち込んだ；全国米穀取引・価格形成セ

ンター資料より。

6）「新たな米政策大綱」や「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」を含む，食糧法施行以降の

米政策をめぐる流れについては，拙稿「食糧法・新基本法下における農政展開と『経営所得安定対策等大

綱』－米政策を中軸に据えて－」『アルテス・リベラレス』第79号，2006年12月，を参照のこと。



9400t・99年産58万2900tが，00年産68万8200t→01年産70万0200t→02年産82万9000t→03年産

85万5900t）7）。新基本法に基づいて00年 3 月に策定された「食料・農業・農村基本計画」（以下，

「基本計画」）では10年産の小麦生産量目標を80万tとしたが，この目標は02年産において早々

に達成されたのである。

２　国産麦の生産増加に伴って生じた諸問題

（１）麦作経営安定資金・麦契約生産奨励金の収支悪化

国産麦の生産増加は，一方で様々な問題を現出させることになった。その 1つは麦作経営安

定資金及び麦契約生産奨励金の収支の悪化である。

麦作経営安定資金から見ていこう。食糧法では，国産麦の政府売買価格について基本的に食

管法の規定が引き継がれ，国産麦の政府買入価格は「麦の再生産を確保することを旨として」，

政府売渡価格は「消費者の家計を安定させることを旨として」決定されることとされ，その価

格体系は逆ざやとなっていた。他方，輸入麦の政府売買価格体系は順ざやとされていた。そし

て，民間流通移行前は小麦について国産麦の政府売買差損を輸入麦の政府売買差益で補填する

「コストプール方式」がとられていた（この方式は食管法下1980年から行われてきた）。

先述のように民間流通移行後は国産麦の政府売買はほとんどなくなったが，小麦の麦作経営

安定資金の原資には輸入小麦の政府売買差益を充てるとされたため，コストプール方式は民間

流通移行後も実質的に引き継がれた。しかし，2000年産以降国産小麦の生産量が大幅に増加し

たために，輸入小麦の政府売買差益だけでは麦作経営安定資金の原資を賄うことができなくな

り（食糧管理特別会計の麦関係の赤字は，98年度138億円・99年度132億円が，00年度133億円

→01年度292億円→02年度434億円→03年度412億円）8），一般会計から食糧管理特別会計への繰

り入れが行われることになったが，これが恒常化してコストプール方式は破綻状態に陥った。

次に，麦契約生産奨励金である。同奨励金は食管法下の1968年度に，政府無制限買入制度を

前提としつつ生産者と実需者との結びつき強化を図ることを目的として開始され，食糧法施行

後も，さらに民間流通移行下でも行われてきたものである。そこでは，国産麦・輸入麦及び麦

種を問わず，実需者が麦を買い受ける際に 1 t当たり1100円の拠出を行い，それを原資として

産地品種によって設定されたランク（Ａ～Ｄの 4 ランク）に応じた奨励金（品質改善奨励額）

が生産者に支払われてきたが，00年産以降，国産麦の生産が大きく増加する中で同奨励金の収

支は悪化していった（同奨励金の次期繰越額は，98年度の36億1276万7645円，99年度の37億

6107万4386円が，00年度12億5496万7862円→01年度 7億0566万0022円→02年度 8億8539万0364

円，と激減した9））。そのため，03年度・04年度の 2 ヶ年については奨励金の単価を2/3に縮減

する措置をとらざるを得なくなったのである10）。
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7） 麦の作付面積・生産量は『麦の生産に関する資料』（農林水産省生産局農産振興課）より。

8） 食糧管理特別会計の麦関係の赤字額は，前掲『米麦データブック』各年版より計算。なお，「コストプー

ル方式」の継続を前提とするならば，麦作経営安定資金の増額に対処するには，輸入小麦の政府売買順ざや

を拡大して（ＷＴＯ農業協定に基づいて設定されたマーク・アップの45.2円/㎏が上限）政府差益を増やす

ことが必要であるが，国内の製粉業者や小麦粉加工業者が小麦粉加工品・小麦粉製品の輸入増大に対抗して

国際競争力を強化するため輸入小麦の政府売渡価格の引下げを求めている状況下では，輸入麦の政府売渡価

格を引き上げて売買順ざやを拡大することはできなかった。

9） 全国米麦改良協会「麦契約生産奨励金特別会計収支計算書」より。

10） 民間流通移行後の麦契約生産奨励金をめぐる動きについては，前掲，拙稿「新基本法・『戦後農政の全面

的再編』下における麦政策と麦生産」『アルテス・リベラレス』第75号，2004年，pp.64-65，を参照のこと。



（２）「ミスマッチ」の拡大

国産麦の生産増加は「ミスマッチ」にも影響を与えた。「ミスマッチ」は「民間流通連絡協

議会」（国産麦の民間取引に関する基本的事項の策定や「ミスマッチ」解消に向けた取組みを

行うことを目的として99年 1 月に設置。生産者団体・実需者団体で構成。行政はオブザーバー。

以下，協議会）が毎年の入札の前に行う会議において生産者・実需者から示された販売予定数

量と購入希望数量との差で示されるが，この「ミスマッチ」が00年産から03年産にかけてとく

に都府県産麦で拡大したのである（都府県産小麦の「ミスマッチ率」は00年産13.5％，01年産

17.7％，02年産21.4％，03年産24.6％11））。

従来の政府無制限買入制度下の政府経由流通では，麦契約生産奨励金があったにせよ，生産

者と実需者の直接取引ではなかったために，先述のように「実需者のニーズが生産者に的確に

伝達されず，需要と生産の大幅なミスマッチが発生」したとして00年度に民間流通移行が行わ

れたが，民間流通移行後，国産麦生産量及び販売量が増加する中で「ミスマッチ」はかえって

拡大する結果となった。

そこには次のような要因があったと考えられる。1つには国産小麦の入札取引価格が60㎏当

たりだいたい2200円台～2300円台であるのに対し，入札取引価格とは関係なく産地品種の銘柄

区分（Ⅰ～Ⅳの 4区分。各区分はⅠ＝Ａ，Ⅱ＝Ｂ，というように麦契約生産奨励金の各ランク

に対応）によって交付単価が決定される麦作経営安定資金が6000円台であるため，入札取引価

格を受けての産地側での作付品種の変更が行われにくくなっていたことである。このような問

題は，麦作経営安定資金ほどではないにしろ，同様に入札取引価格とは無関係に交付単価が設

定されている麦契約生産奨励金（60㎏当たり単価は600円程度）についても指摘することがで

きる。生産量の増加は，麦作経営安定資金・麦契約生産奨励金が持っているこのような問題点

を顕在化させたと言えよう。

さらに大きな要因としては，「水田農業経営確立対策」における高水準の転作奨励金を挙げ

ることができる。この転作奨励金は転作麦及び国産麦全体の生産増加をもたらしたが，これは

基本的には麦の作付自体に支払われるものであり，麦の入札取引価格とは無関係であるために，

生産者に麦の品質向上や需要に即した麦生産を行わせるインセンティブに欠ける。それゆえ，

都府県を中心にした転作麦が増加したことによって「ミスマッチ」が拡大したと考えられるの

である12）。

３　麦政策・制度の対応と国産麦をめぐる状況

（１）麦政策・制度の対応

以上のような民間流通移行後の国産麦をめぐる諸問題に対して，麦政策・制度では次のよう

な対応が行われた。

ア．「国内産麦の民間流通の仕組みについて」における対応

国産麦の入札取引のルールや，相対取引も含めた生産者団体と実需者団体間の契約などの枠
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11） 前掲『麦の生産に関する資料』より計算。なお，ミスマッチ率は（販売予定数量－購入希望数量）／販売

予定数量。

12） 麦作経営安定資金・麦契約生産奨励金・転作奨励金の制度的問題が「ミスマッチ」発生の一要因となって

いることについては，拙稿「戦後小麦政策と小麦の需給・生産」『農業経済研究』（日本農業経済学会）第77

巻第 3号，2005年，で指摘した。



組みは，上述の協議会において各年産ごとに作成される「国内産麦の民間流通の仕組みについ

て」（以下，「仕組み」）という文書において決定される13）。

まず，民間流通移行後初めてとなる2000年産の「仕組み」（1999年 6 月決定）では国産麦の

入札は年 1回とされたが，01年産の「仕組み」（00年 5 月決定）ではこれが 2回に増やされた。

この入札回数の増加は，①実需者にとっては上場数量は販売数量の 3割であって取引の大宗は

相対で行われるにしても，国産麦の安定的な数量確保のためには入札回数を増やした方が好ま

しいこと，②生産者側にとっては入札回数を増やすことによって不落札量の減少と指標価格の

適正化が見込まれること，を理由としたものであったが14），それは協議会段階の「ミスマッチ」

を，入札取引における市場メカニズムの働きを強化することによって，実際の取引段階で縮小

させようとしたものとして捉えることができる。

次に，民間流通下での取引価格の乱高下を防ぐという点から，00年産の「仕組み」では入札

取引価格に基準価格の± 5％という値幅制限がつけられ，これは01年産にも引き継がれた。し

かし，都府県産麦の「ミスマッチ」拡大を背景として，実需者団体側から値幅制限の見直しが

提起され，02年産の「仕組み」を決定した協議会の会議（01年 4 月）では，02年産の入札取引

価格については現行の± 5 ％とするものの，「今後，市場評価がより適正に反映されるよう，

値幅制限等について見直しに向け検討する」ことが合意された。そして，その後04年産まで

は± 5 ％が維持されたが，05年産の「仕組み」（04年 4 月決定）において，05年産から小麦の

値幅制限が± 7％に拡大されることになった。

また，麦は年による作柄変動が大きいために，00年産当初から「仕組み」においては生産者

と実需者の間の契約数量に小麦で±15％，大麦で±10％，裸麦で±20％の「一定の幅」＝アロ

ーワンスが設けられ，アローワンスの範囲であれば，実需者は価格などその他の条件について

は当初契約どおりのまま，麦を引き取ることとされていた。しかし，これが播種前契約後に生

産者の過剰作付を促し，引取段階での「ミスマッチ」を拡大させているという指摘が実需者側

からなされ，これを受けて05年産の「仕組み」では「需要と生産のミスマッチ解消に向けた取

組み」が定められ，アローワンスの意味の生産者側での再認識，及び播種前契約の徹底（＝販

売予定数量設定時の面積を守ること）が確認された。なお，05年産の「仕組み」では，従来買

い手の購入実績の1.35倍とされていた入札申込限度数量を1.45倍に拡大する措置もとられた。

アローワンスと播種前契約については，06年産の「仕組み」（05年 4 月決定）でさらに徹底

された。そこでは，①契約の基本事項の中に契約数量や価格などに加えて数量に見合う作付予

定面積を盛り込み，生産者は播種後において銘柄別作付面積の情報に関する提供を行う，②ア

ローワンスについて各産地の作柄変動を考慮して決定するとともに，生産者の責めに帰すべき

でない事由を具体的に定義づけ，それ以外の理由で取引数量の増減があった場合はアローワン

スの範囲内であっても追加契約・違約金の対象とする，とされた。

これらは，国産麦の生産増加によってアローワンス分の絶対量も増加する中，引取段階での

「ミスマッチ」解消を生産者側負担で行わせようとしたものである。
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13） 以下の各年産の「仕組み」の内容については，各年産の同文書とともに，重田勉「国内産小麦の民間流通

の進捗状況」『製粉振興』（製粉振興会）2000年 6 月号，同「国内産小麦の民間流通の状況」『製粉振興』

2001年 6 月号，同「国内産小麦の民間流通の状況－13年産～15年産－」『製粉振興』2002年 6 月号，同「国

内産小麦の民間流通の状況－14年産～16年産－」『製粉振興』2003年 7 月号，勢木紘治郎「17年産の民間流

通麦の仕組み」『製粉振興』2004年 6 月号，同「17年産の民間流通麦の仕組み」『製粉振興』2005年 6 月号，

を参照。

14） 阿部洋介「国内産麦の民間流通への取組状況について」『食糧月報』（瑞穂協会）2000年 8月号，pp.10-11。



なお，06年産の「仕組み」を決定した協議会の会議では，契約の複線化（播種前契約となら

なかった麦への現物取引の導入，複数年契約の導入），市場原理のいっそうの徹底，アローワ

ンスを超えた追加契約麦の扱い，相対取引における販売条件提示の見直し，義務上場の廃止，

申込限度数量，値幅制限の拡大，なども今後の検討課題として挙げられた。

これは後述する食料・農業・農村政策審議会主要食料分科会食糧部会の麦政策検討小委員会

が04年 8 月に提出した「麦政策の再構築に向けた中間論点整理」（以下，「小委員会中間論点整

理」）を受けて協議会が04年 9 月に決定した「民間流通制度の見直し方向について」で示され

た検討課題を受け継いだものであるが（検討課題のうち，「アローワンスの一律的運用の見直

し」については上述の06年産の「仕組み」で具体化），後述するように07年度から麦政策・制

度が大きく変更されることになったため，検討課題のうち民間取引の枠組みの根幹に関わる部

分については07年産以降の「仕組み」で見直すこととされた。

イ．麦契約生産奨励金・麦作経営安定資金における05年度の「品質区分」改定

先に触れたように麦契約生産奨励金は民間流通移行後も従来の産地品種に基づくランク区分

が引き継がれ，麦の品質・市場評価とは切り離された単価で交付が行われており，また，小麦

では最高位のＡランクに区分される産地品種が作付面積の 8 割強を占めていたこともあって，

麦契約生産奨励金は品質改善に寄与するものになっていないという指摘が実需者を中心として

なされた。これを受けて，03年 4 月に生産者・実需者・消費者・学識経験者等を構成員とする

「新区分方式検討委員会」が設置されて麦契約生産奨励金のランク区分の検討が行われ（03年

8 月まで），その結果，05年産麦から新方式によるランク区分が導入されることになった（各

ランクの交付単価は変更せず）15）。

そこでは，収穫された小麦を「日本めん用」「パン・中華めん用」という用途別に，たんぱ

く・容積重・灰分・フォーリングナンバー（でんぷん粘度）の評価によって 4ランクに分ける

こととした。すなわち，4 項目ごとに「基準値」と「許容値」を設け，「品質評価項目の基準

値を 3 つ以上達成し，かつ，許容値を全て達成している麦」をＡランク，「品質評価項目の基

準値を 2 つ達成し，かつ，許容値を全て達成している麦」をＢランク，「品質評価項目の基準

値を 1つ達成し，かつ，許容値を全て達成している麦」または「品質評価項目の基準値を 2つ

以上達成しているものの，許容値を達成していない麦」をＣランク，「品質評価項目の基準値

を全く達成していない麦」または「品質評価項目の基準値を 1つ達成しているものの，許容値

を達成していない麦」または「雑銘柄の麦」または「異なる銘柄を混合している麦」をＤラン

ク，としたのである。

従来のランク区分は産地品種によって自動的に決定されていたが，新方式でのランク区分は

収穫後の生産物の品質を評価して行われることになったのであり，その点で新方式は良品質麦

生産への生産者のインセンティブ強化を狙ったものと言うことができる。それは播種前に行わ

れる入札取引価格の動きと連動はしないが，良品質麦生産によって「ミスマッチ」解消を目指

したものと捉えられよう。ただし，そこでは07年産小麦の各ランクのシェアをＡ30％，Ｂ40％，

Ｃ30％，Ｄ 0 ％とする目標が示されたのであって16），新ランク区分の狙いが単に品質向上によ
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15） 麦契約生産奨励金の新区分に関しては，重田勉「契約生産奨励金の新しいランク区分」『製粉振興』2003

年10月号，行本則夫「16年産麦作経営安定資金及び16年麦の政府買入価格の決定について」『食料と安全』

（全国瑞穂食糧検査協会）2003年11月号，を参照。

16）『日本農業新聞』2003年10月19日付。



る「ミスマッチ」解消だけではなく，先述した麦契約生産奨励金の収支悪化に対して，Ａラン

クの対象となる麦を減らして収支改善を図ろうとしたものでもあることも見ておく必要がある。

しかし，一方では，評価項目のうち，たんぱくについては「実需者に望まれている基準に一

定の許容値を設ける等により，概ね半数の産地がクリアできるよう基準値を設定」，灰分につ

いては「多く（概ね 8 割程度）の産地で達成できるように基準値を設定」，容積重については

「実需者に望まれている水準に一定の許容値を設ける等により，概ね半数の産地がクリアでき

るよう基準値を設定」，フォーリングナンバーについては「良質な小麦粉が製造される限度と

して，品質取引のディスカウントの水準と同一に基準値を設定」したように，生産者団体側へ

の配慮も行ったものであった17）（「品質取引」は00年産以降の「仕組み」で規定されているもの

で，容積重・水分・フォーリングナンバーの 3項目について品質評価基準を定め，容積重と水

分については基準値よりも優れた品質に対してプレミアムを付与し，フォーリングナンバーに

ついては基準値よりも劣った品質に対してディスカウントを行う）。

この麦契約生産奨励金の新ランク区分は，麦作経営安定資金に対しても同じ05年度から適用

されることになった。産地品種によっては麦の生産者手取価格における麦作経営安定資金の比

率が7割を超えることを考えると，麦作経営安定資金における新ランク区分の実施が麦の品質

向上や「ミスマッチ」解消に果たす意味は麦契約生産奨励金よりもはるかに大きいと言える。

また，麦契約生産奨励金の各ランクのシェアはそのまま麦作経営安定資金のランク別シェア

になるのであり，さらには麦作経営安定資金の最高ランクの交付単価が引き下げられたことを

見るならば（小麦の最高ランクの交付単価は，04年産銘柄区分Ⅰ・1等の6730円に対して05年

産のＡ・1等は6,650円〔「日本めん用」「パン・中華めん用とも同額〕），そこにはコストプール

方式の破綻状態への対処も狙いとして含まれていることがわかる。

なお，米の生産調整については04年度から新たな政策＝「水田農業構造改革対策」が開始さ

れたが，そこでは小麦について「農産物検査等級 1等であって容積重又はたんぱく含有率の基

準を満たすもの」，大麦・裸麦について「農産物検査等級 1 等であって容積重の基準を満たす

もの」に対して「麦・大豆品質向上対策」として10a当たり 1 万3000円の支払いが行われるこ

とになった。これは麦の作付に対して支払われる転作奨励金とは異なり，転作麦の生産後の品

質に応じて支払われるものであり，助成対象者が「認定農業者，特定農業団体及び一定要件を

満たす作業受託組織」に限定されているものの，麦の品質向上，「ミスマッチ」解消に向けた

1つの措置として見ることができる。

（２）国産麦をめぐる状況

転作麦の拡大によって2003年産まで大きく伸びた国産麦の生産であるが，04年産以降その動

向は変化する。すなわち，全国の 4麦作付面積を見ると，03年産の27万5800haが，04年産27万

2400ha→05年産26万8300ha→06年産27万2100ha，と停滞傾向に転じたのである。小麦につい

ては増加を続けてはいるが，それでも03年産の21万2200haが，04年産21万2600ha→05年産21万

3500ha→06年産21万8300haと微増に止まっており，03年産までの大幅な増加から様相が一変し

た。これによって，小麦の生産量も03年産の85万6000 tから，04年産86万0300 t→05年産87万

4700t→06年産83万7200t，と停滞傾向になった18）。

これには，04年度からの米生産調整政策の変更，すなわち，02年11月発表の「米政策改革大
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17） 農林水産省『国内産小麦の品質評価基準に関する現状と課題』2006年 3月，p.8。

18） 麦の作付面積・生産量は，前掲『麦の生産に関する資料』より。



綱」を受けた新たな米生産調整政策＝「水田農業構造改革対策」の開始が大きく関わっている。

すなわち，「水田農業構造改革対策」では従来の転作奨励金に代わって，各市町村が使途に

ついて一定の裁量を持てる「産地づくり交付金」が交付されることとなり，それは生産調整水

田への作物の作付等に対して支払われる 1階部分＝「基本額」（麦は 1万円/10a），生産調整水

田の「担い手」への集約努力に対して支払われる 2階部分＝「担い手加算」（麦は 4万円/10a）

の 2 階建てとされ，先述した「麦・大豆の品質向上対策」が行われた場合には10a当たり 1 万

3000円が 3階部分として上乗せして支払われることとされたが，従来の「水田農業経営確立対

策」に比較すると，最高額で10a当たり 1 万円の減額となるなど全体的に転作麦への助成額が

減少した。

これは当然転作麦の生産に影響を与えることになる。04年産以降は転作麦の作付面積に関す

る統計作成が廃止されたためにその詳しい推移はわからないが，「水田裏作麦」と「転作麦」

からなる「田麦」の全国作付面積の推移を 4麦全体で見ると，03年産の17万7500haが，04年産

17万3900ha→05年産16万7100ha→06年産16万7300ha，と微減傾向で推移している19）。

米生産調整の規模に関して言えば，従来の「水田農業経営確立対策」に比べて「水田農業構

造改革対策」はむしろ拡大したが（04年度から米の生産調整は従来の「ネガ・面積配分」から

「ポジ・数量配分」に完全に移行したが，両配分方式が併存していた03年度に全国の米の生産

目標数量が854万tだったのに対して，05年度の目標数量は857万t，06年度は851万t，06年度

は833万tとされた），転作麦への助成金の減額が転作麦の生産を微減傾向に転じさせ，これが

国産麦全体の生産を頭打ちにさせたのである。

このような中，国産麦の「ミスマッチ」にも変化が現れた。先述のように00年産から03年産

にかけて都府県小麦における「ミスマッチ」は大きく拡大し，03年産の「ミスマッチ率」は

24.6％となっていたが，これが04年産10.8％，05年産6.3％と縮小し，06年産では▲0.1％と，購

買予定数量が販売予定数量を上回った20）。これは，品質的に問題の多い転作小麦の生産量が頭

打ちになる中，1つには上述した「ミスマッチ」解消に向けた諸措置の効力が一定程度現れた

こと，また，品質に多少問題がある小麦でもこの間の入札価格の低下21）によってブレンド用等

としてならば使用できる状況になったこと22），によるものと考えられる。

麦契約生産奨励金と麦作経営安定資金に関してはどうだろうか。麦契約生産奨励金について

は，00年度以降原資が逼迫する状態にあったが，04年産以降もその状況は基本的に変わらなか

った（麦契約生産奨励金の次期繰越額は，02年度 8億8539万0364円→03年度 7億7848万5119円

→04年度 7 億8666万0269円→05年度 3 億6868万9066円→06年度 6 億0912万5635円，で推移23））。

これは05年産から新ランク区分が導入されたものの，麦契約生産奨励金については各ランクの

単価には変更がなく，その下で，当初予想とは異なってＡランク麦が従来とほぼ同じ 8割程度

を占めたことにより（後述），収支が改善しなかったことによる。

一方，麦作経営安定資金については，Ａランク麦がほとんどを占める状況は麦契約生産奨励

金と同様であるが，新ランク区分導入に際してその単価が引き下げられたため，食糧管理特別
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19） 作付面積は，前掲『麦の生産に関する資料』より。

20） ミスマッチ率は，前掲『麦の生産に関する資料』より計算。

21） 小麦の60㎏当たり全銘柄平均の指標価格は，2000年産が2392円だったが，その後01年産2344円→02年産

2272円→03年産2219円→04年産2187円→05年産2192円→06年産2232円という推移を見せている。

22） 全農米穀販売部への聞き取り調査による。

23） 前掲「麦契約生産奨励金特別会計収支計算書」より。



会計の麦関係の赤字は，03年度412億円→04年度302億円→05年度370億円→06年度351億円，と

縮小傾向を見せる24）。ただし，それはコストプール方式の破綻状況を打破するには遠い水準で

あった。

このように04年度以降，国産麦をめぐる状況には一定の動向変化が見られたが，麦政策・制

度については，04年 1 月から本格化した「基本計画」見直し論議において品目横断的経営安定

対策の導入が検討される中，これを睨みつつ，民間流通移行後に行われた上記の諸措置をさら

に徹底させる方向でその枠組み自体の見直しが図られていくのである。

Ⅳ　麦政策検討小委員会における麦政策・制度の見直し

１　麦政策検討小委員会をめぐる経緯

（１）麦政策検討小委員会の設置とその役割

以上のように，民間流通移行後の国産麦の生産増加に伴う諸問題に対して麦政策・制度では

様々な対応が行われてきたが，それはあくまで「新たな麦政策大綱」が打ち出した政策・制度

の枠組みを前提とするものであった。

しかし，2004年以降になると，この枠組みを大きく変えようとする政策的動きが活発化し，

その結果07年度から麦政策・制度は大きく変わることになった。これに大きな役割を担ったの

が，04年 5 月に食料・農業・農村政策審議会主要食料分科会食糧部会の下に設けられた麦政策

検討小委員会（以下，小委員会）であった。

小委員会は，民間流通移行後の麦をめぐる諸問題を受けて，それに対処すべく麦政策・制度

の再編方向を打ち出すことを目的としたが，他方では04年 1 月から食料・農業・農村政策審議

会企画部会において「基本計画」の見直しが開始され，その柱の 1つにＷＴＯ対応及び農業構

造改革に関わって「品目別の価格・経営安定対策から，諸外国の直接支払いも視野に入れた，

担い手の経営を支援する品目横断的な政策への移行」が置かれたことから25），必然的に再編後

の麦政策・制度を「品目横断的な政策」と整合性を持つものにすることも求められることにな

った。

（２）「小委員会中間論点整理」の内容と性格

このような小委員会の性格は，同委員会が 5回の会合を経て04年 8 月に発表した「麦政策の

再構築に向けた中間論点整理」（以下，「小委員会中間論点整理」）の中に端的に反映されてい

る。この「小委員会中間論点整理」は食料・農業・農村政策審議会企画部会が「基本計画」見

直しに関わって発表した同04年 8 月の「中間論点整理」に対応したものである。

そこでは，まず，現状認識として「①国内産麦について，品質・生産性の向上が遅れており

（基本計画の目標を達成していない），実需者ニーズに十分に応えられない状況となっている，
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24） 前掲『米麦データブック』各年版より計算。

25）「基本計画」見直しは2003年 8月の農林水産大臣談話「新たな食料・農業・農村基本計画の策定に向けて」

の発表を起点とするが，同談話では新「基本計画」策定に向けて本格的に検討すべき課題として，「品目横

断的な政策への移行」とともに「望ましい農業構造・土地利用を実現するための担い手・農地制度の改革」

「環境保全を重視した施策の一層の推進と，食料安全保障や多面的機能発揮のために不可欠な農地・水等の

地域資源の保全のための政策の確立」が挙げられた。



②安価な小麦粉調整品・小麦生産の輸入が増加する中で，製粉企業等は更なるコストダウンが

求められている，③麦会計について，大幅な赤字が継続している，等の問題点が生じてきてい

るほか，④現在行われているＷＴＯ農業交渉において，国際規律の強化が検討されており，こ

うした国際規律の強化にも対応できる麦政策の構築が求められている」ことが示されている。

このうち④は「品目横断的な政策」の導入を睨んだものである。

その上で，「小委員会中間論点整理」は「①担い手の育成・経営安定を図る，②民間流通に

係る市場原理の一層の徹底を図る，③原料調達面での競争の促進を図る，④効率的な管理手法

の構築を図る，といった 4 つの視点から，麦の生産から流通・加工に至る各方面にわたる施

策・制度について，各々の施策・制度が相互に関連しており整合性を確保する必要があること

を念頭に置きつつ，その機能・役割とその実施状況を検証し，今後の対応方向について整理を

行った」として自らの性格づけを行っている。このうち①は「品目横断的な政策」との関連が

考慮されなければならないものである。

続いて「小委員会中間論点整理」は麦政策・制度の検証を行い，それを踏まえて具体的な対

応方向を打ち出している。そこでは，「播種前契約を基本としつつも，生産者と実需者の共存

共栄が図られる取引ルールの構築により市場メカニズムが十分に機能する観点から，播種前契

約一本のみの取引ルールを見直す必要がある」「実需者からアローワンスに係る問題点を指摘

する声が高まっている状況を踏まえ，播種前契約一本のみの取引ルールの見直しに併せて，一

律的なアローワンスを見直す必要がある」「需給動向や品質格差を的確に反映した透明性のあ

る価格を形成する観点から，取引ルールの見直しに併せて，現行の入札制度・相対取引の仕組

も見直す必要がある」など民間流通の仕組みの大幅な見直しや，「現行のコストプール方式に

ついては，国内産麦に係る財政負担の急増への対応と，安価な小麦粉調整品・小麦製品の輸入

増の中での製粉企業の国際競争力の確保への対応をいかに図るかという課題を踏まえ，今後と

も品質や安全性の確保された麦の安定供給の観点から国家貿易を維持しつつ，小麦に係る食糧

管理特別会計の収支の健全化の観点から，その効率的な管理方式の仕組みを検討することが必

要である」などコストプール方式に関わる諸制度の見直しが提起されているが，それとともに

「我が国の麦作が持続的に発展するためには，実需者ニーズに応じた良品質麦の生産（高品

質・均質かつ大ロット）が必要不可欠であるが，そのためには効率的かつ安定的な農業経営が

大宗を占める農業構造を実現し，需要に応じた麦づくりを推進することが必要である」「また，

ＷＴＯ農業交渉において，市場アクセス・国内支持等に係る規律の強化が検討されており，国

際規律の強化にも対応できる政策の構築の観点からも，こうした構造の実現を通じて良品質麦

を生産することが必要である」「このため，経営安定対策（品目横断的対策）への移行を念頭

に置きつつ，麦作経営安定資金について見直しを行うことが必要である」「無制限買入れにつ

いては，『新たな麦政策大綱』が想定していた民間流通の定着化が図られたと考えられる中で，

実需者ニーズに応じた良品質麦の生産が急務となっているため，経営安定対策（品目横断的対

策）への移行時に，その整理を図る必要がある」なども提起されており，「品目横断的な政策」

との整合性が考慮されていることがわかる。

「小委員会中間論点整理」ではこの他，技術（品種開発）対策や関係機関一体となった生産

対策の強化，製粉産業のコストダウンとそれに向けた原料調達制度の見直し，備蓄水準及び備

蓄に関する官民の役割分担の見直し，保管料削減や大型船のさらなる活用，などの提起も行わ

れている。

なお，「小委員会中間論点整理」で打ち出された，民間流通の仕組みの見直しに関する提起

を受けて，04年 9 月に開催された協議会の会議では，①複数年契約の導入および収穫後の現物
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取引契約の導入，②作柄変動を考慮して設けたアローワンスの一律的運用の見直し，③現物取

引についての価格形成方法，④入札における義務上場・申込限度数量・値幅制限の見直し，⑤

相対取引における一律的な実績シェア配分の見直し，などを内容とする「19年産以降の民間流

通制度の見直し方向について」が決定された。

（３）「経営所得安定対策等大綱」を受けての「今後の麦政策のあり方」の決定

さて，小委員会では2004年11月の第 9回会合にて，座長からそれまでの議論をとりまとめた

最終報告書案である「取りまとめ案」が示され，これを12月開催の第10回会合で小委員会とし

て決定する予定であった。しかしながら，「本委員会の検討については，発足当時から二本の

柱の上に構築されることを想定して議論してきたところである。一つは，ＷＴＯ農業交渉，Ｆ

ＴＡ交渉などの結果を踏まえた「国際秩序の変革」と整合性を持つことであり，一つは，食

料・農業・農村政策審議会の企画部会において検討されている基本計画の見直しとの整合性を

保つことである。／しかしながら，現在のところ，ＷＴＯ農業交渉については，本年 7 月に一

応の枠組みの合意が行われたが，基本計画の見直しについては，企画部会の 8月の「中間論点

整理」以降引き続き議論が進められているものの，現時点では，最終的な形が定まっていない

状況にある。／特に，経営安定対策（品目横断的政策）については，現行の麦政策の中核であ

る麦作経営安定資金の存廃と直接関係しており，この経営安定対策（品目横断的政策）の具体

的な方向性がどのようになるかは麦政策の改革を大きく左右するものであるが，現時点におけ

る状況は，本委員会の検討に大きな制約を与えることとなっている。／このような状況ではあ

るが，座長としては，これまで本委員会において多くの議論が積み重ねられてきたこと，経営

安定対策（品目横断的政策）に関連する部分以外については概ね意見が一致していると考えら

れること等を踏まえれば，現段階で得られた結果を一応取りまとめておく必要があると考え，

今回別紙のとおり取りまとめ（案）を提示した。これに対し，担い手のあり方や経営安定対策

（品目横断的政策）について議論が続いており，その具体的な姿が決まっていない段階で，こ

れらを前提とした取りまとめを行うことについては問題が多いとの強い意見があったことも事

実である。／したがって，以上のような状況を踏まえれば，現時点では，本委員会としては取

りまとめは行わず，別紙については，座長の取りまとめ（案）として預かり，今後，経営安定

対策（品目横断的政策）について具体的な姿が示された段階で，これについて検証を行った上

で，必要な整理を行い，最終的な取りまとめを行うこととする」（第10回会合における「座長

整理メモ」）として，「基本計画」の見直し，とりわけ「品目横断的政策」の概要が明らかにな

るまでは最終的な取りまとめは行わないこととした。

その後，「基本計画」見直し作業の終了を受けて05年 3 月に新「基本計画」の閣議決定が行

われ，同計画の具体的な推進のために05年10月に「品目横断的経営安定対策」「米政策改革推

進対策」「農地・水・環境保全向上対策」の 3 施策からなる「経営所得安定対策等大綱」が発

表され，「品目横断的な政策」＝品目横断的経営安定対策の内容が確定したことにより，小委員

会は同05年10月に第11回会合を開催して04年11月の「座長取りまとめ案」の内容をほぼ踏襲し

た最終報告書＝「今後の麦政策のあり方」（以下，「あり方」）を決定し，これが食料・農業・農

村政策審議会報告とされて，麦政策・制度再編の方向が確定したのである。

この「今後の麦政策のあり方」決定までの小委員会の経緯からも，今回の麦政策・制度再編

が，民間流通移行後の麦をめぐる諸問題への対処とともに，品目横断的経営安定対策の導入対

応という側面を持っていることがわかる。
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２　「今後の麦政策のあり方」の内容

（１）「あり方」の基本的性格

「あり方」は大きく「第 1 新たな麦政策の構築に当たっての基本的考え方」「第 2 国内産

麦対策の見直し」「第 3 外国産麦の輸入及び売渡し」「第 4 麦加工産業対策の推進」の 4 部

分からなるが，本文書全体の基本的性格を示しているのが「第 1 新たな～」の部分である。

そこでは，国産麦のほぼ全量が民間流通に移行し，小麦生産量が新「基本計画」における

2015年度の生産努力目標に到達している一方で，品質・生産性の向上が遅れていること，また，

安価な小麦粉調整品等の輸入が増加する中で麦加工産業には原料調達面も含めたコストダウン

による国際競争力の強化が求められていること，麦会計には大幅な赤字が継続していること，

「効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を占める望ましい農業構造を確立するこ

とが必要となっている」こと，などを指摘した上で，新「基本計画」において麦が「諸外国と

の生産条件格差の是正対策・・とともに，収入の変動による影響の緩和対策」＝品目横断的経

営安定対策の対象品目とされ，また，ＷＴＯやＦＴＡとの関係において「国際規律の強化や中

長期的な貿易自由化（内外価格差の縮小等）の流れにも対応しうるような政策体系の構築が麦

についても強く求められている」中で，「現行の麦の施策・制度全般について見直しを行い，

担い手の育成・確保を通じた需要に応じた良品質麦生産，コストダウン等を通じた麦加工産業

の国際競争力の強化を図るとともに，麦会計の健全化等を目指すことが必要となっている」こ

とを強調している。

これは，「あり方」が，品目横断的経営安定対策の実施という状況を踏まえた形で，民間流

通移行後の麦をめぐる問題に対処するために，麦政策・制度の再編を行うことを目的としてい

ることを確認させるものとなっている。

（２）麦作経営安定資金・政府無制限買入制度の廃止

「あり方」は「第 2 国内産麦～」において「品目横断的経営安定対策の導入に伴う既存政

策の整理」という項を設け，①麦作経営安定資金を廃止して品目横断的経営対策へ移行させる，

②政府無制限買入れを廃止の方向で整理する（これに伴い，国産麦の政府売渡しもなくなる），

ことを打ち出した。

①は，麦が品目横断的経営安定対策の対象品目に含められたことにより，麦作経営安定資金

が品目横断的経営安定対策の「生産条件不利補正対策」（後述）に代替されることになったこ

とに伴うものである。②は，「新たな麦政策大綱」で「民間流通の定着に伴い，政府買入れの

必要性は漸次薄れていき，最終的には不要となると考えられるが，民間流通への円滑な移行を

図る観点から，民間流通が定着するまでの間は政府買い入れの途を残すこととする」とされた

ことに関連して，05年産で民間流通が100％となった下では政府買入れの必要性はなくなり，

また，政府無制限買入制度を存続するならばすべての麦生産者が政府への麦売渡しを引き続き

行えることになるが，これは価格・所得保障を一定規模以上の「担い手」に限定した品目横断

的経営安定対策と矛盾をきたすとして，廃止することとされたものである。また，「あり方」

の中では触れられていないが，小委員会においては政府無制限買入制度の存在がいつでも政府

に麦を引き取ってもらえるという生産者の意識を生み，これが麦の品質向上を妨げているとい

う議論もなされており26），政府無制限買入制度廃止の提起はこのような議論をも受けたもので

ある。

なお，「あり方」では「無制限買入れの廃止についての生産者の不安感を払拭する必要があ

るとの意見も踏まえつつ，国内産麦について今後とも適正かつ円滑な民間流通が確保されるよ
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う，麦の全体需給を示すなどその条件整備を図ることが必要である」として，政府による麦需

給計画の策定を提起した。

（３）民間流通制度の仕組みの見直し

さらに「第 2 国内産麦～」では「民間流通制度の見直し」の項が設けられ，民間流通移行

後における「仕組み」の改定経過を踏まえながら，2007年産以降について契約の複線化（現物

取引の導入，複数年度契約の試行的導入），追加契約麦（アローワンスを超えた麦）への入札

取引の導入，相対取引における実績シェアのみによる現行の仕組みの見直し，入札の仕組み

（義務上場制，値幅制限等）の見直しに関して，定期的な検証と見直しを行っていくことの重

要性が述べられている。

そして，そこでは，「加工原料としての麦の特性を考えると，今後とも播種前契約を基本と

した仕組みとなると考えられる」とした上で，「引き続き需要に応じた良品質で生産性の高い

麦の生産に取り組むため，播種前契約の徹底を図るとともに，追加契約麦については，品目横

断的経営安定対策への転換に併せ，その取扱いについて，今後，早急に検討する必要がある」

という提起がなされている。

また，「品目横断的経営安定対策への転換に併せて，品質改善を推進する観点から，品質評

価の基準について，17，18年産の運用状況をみつつ，現行の品質区分の適正化を念頭に置きな

がら，生産実態・実需者ニーズを踏まえ，適切に見直しを行う必要がある」として，05年産か

ら麦契約生産奨励金・麦作経営安定資金に導入された新ランク区分についてさらなる見直しを

求めている。

さらに，「民間流通麦にかかる流通コストについては，民間流通への円滑な移行を図る観点

から，当面政府がその負担を助成することと整理されたものであり，民間流通への完全移行と

いう状況を踏まえ，本来のあり方に立ち返り，見直す必要がある」として，流通費・保管費等

の政府負担を廃止する方向を打ち出した。

なお，「第 2 国内産麦～」では，農産物検査規格の見直しや新品種の開発，さらには担い

手の育成として「特に水田地帯においては，地域水田農業ビジョンにおける地域の合意形成を

通じて，担い手の積極的育成を図るとともに，これら担い手への麦作の集積の一層の加速化

（作業受託に止まらず，農地の利用集積の加速化），さらには米等を含む麦以外の作物も含めた

農地の利用集積も進めることが必要である」として「効率的かつ安定的な農業経営が農業生産

の相当部分を占める望ましい農業構造」の確立に向けた取組みも提起されている。

（４）輸入麦に関する制度の見直し

「第 3 外国産麦の～」では輸入麦に関する諸制度の見直しが提起されている。そこでは，

まず「国家貿易の維持」という項がたてられ，今後とも麦の国家貿易を維持すること，その上

で「麦の全体需給を示すことなどにより，国産麦の民間流通の定着と外国産麦の安定的な供給
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26） この点，「小委員会中間論点整理」では「政府買入銘柄をみると，バンドウワセやシラサギコムギなど，

民間流通では取引のない麦，県の奨励品種から控除された麦が見られるが，このような市場で評価されない

麦の買入れが結果的に生産者の品質向上意欲を阻害している」と指摘している。さらに，そこでは政府無制

限買入制度を廃止する他の理由として，品目横断的経営安定対策への移行とともに，「無制限買入れの規定

は他の農産物にもない規定であり，同じ主要食糧である米でさえ，政府の買入れは備蓄用に限定されている」

ことを挙げている。



を図ることが必要である」としている。この「麦の全体需給を示すこと」は，政府無制限買入

制度廃止に伴って行うとされた，政府による麦需給計画の策定と同じものである。

「備蓄制度の見直し」の項では，備蓄量が2005年度末に従来の2.6ヶ月から2.3ヶ月へと見直

されたことが述べられた後，「官民分担については，民間の在庫だけでは安定供給に支障を来

す場合に，国が最後の出し手として放出することで安定供給を図るという考え方に立ち，通常

時の需給操作に必要な在庫（例えば現行の民間のランニングストック0.6ヶ月分に現行の備蓄

水準に係る民間保有分のうちの需給操作分を加えた水準）は民間が保有し，不測の事態におい

て通常時の需給操作に必要な在庫だけでは不足するものは備蓄として国が保有するという整理

を行うことが必要である。なお，この整理については，制度全体の費用負担の削減の観点から，

早急に行うことが必要である」として，財政支出削減の点から備蓄の官民分担を民間負担増の

方向で見直すことを提起している。

「外国産麦の売渡しの見直し」の項では，国家貿易の維持を前提としつつ，「国家貿易では

最新時点における実需者の多様なニーズにきめ細かく対応することに限度があることも事実で

あり，このため，このような実需者ニーズに対応できるようにする等との観点から，米や飼料

用大麦について既に導入されているＳＢＳ方式を，新たに麦についても導入する必要がある」

として，ＳＢＳ（simultaneous buy and sell＝売買同時入札）方式の導入が提起された。また，

国産麦の政府無制限買入制度の廃止による国産麦政府標準売渡価格の廃止に対応させて輸入麦

についても政府標準売渡価格を廃止し27），廃止後の売渡価格については政府買付価格（輸入委

託商社に支払う買入委託代金）に一定のマークアップを上乗せした価格とすることが示された。

さらに，従来どおり輸入麦のマークアップを国産麦への助成金（06年度までは麦作経営安定

資金，07年度以降は品目横断的経営安定対策の「生産条件不利補正対策」の麦に関する部分）

及び管理経費に充てることとしたが，その水準については「麦加工産業の国際競争力の強化に

十分留意したものとすること」，また，コストプール方式の破綻状態の下で一般会計からの繰

入れが行われてきたことに関しては「今後の経済社会の変化等を踏まえれば，納税者負担につ

いてさらに制約が強まることに十分留意することが必要であ」り，「品目横断的経営安定対策

の導入は，麦作経営安定資金等既存制度・施策からの転換となるが，その転換に際しては，麦

のマークアップの使途に関し，マークアップが実需者負担であり，ひいては消費者負担である

ことに十分留意する必要がある」とした。また，これと関連して「管理コストの削減」の項が

設けられ，保管料単価の見直しや 4万t級の大型船の一層の活用など「小委員会中間論点整理」

で示されたものと同様の提起が行われている。

なお，「第 4 麦加工産業～」では，麦加工産業の体質強化の自主的な取組を促進するため

「中小企業新事業活動促進法」や「産業活力再生特別措置法」などの活用が提起されている。
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27） 輸入麦における標準売渡価格廃止の理由について，「あり方」では「①国内産麦については，無制限買入

れの廃止に伴い，これに基づく売渡価格もなくなること　②標準売渡価格は，当初は消費者の家計へインフ

レの影響が及ばないようにすることを目的に導入されたが，ａ 現時点ではこのようなインフレは想定し難

いこと　ｂ 小麦粉価格も低下傾向で推移していること　ｃ 現在，標準売渡価格の算定の根拠とされている

品目は，家計における小麦粉と精麦のみであり，パン・めん類等の麦製品の大宗は対象となっていないこと

③同じ主要食糧である米についても，既に標準売渡価格は廃止され，市場実勢に即した売渡しが行われてい

ること」を挙げている。



Ⅴ　2007年度再編麦政策・制度の特徴

１　改定食糧法・担い手経営安定新法と再編麦政策・制度の枠組み

「あり方」が示した方向で麦政策・制度を再編するために，2006年の第164回国会において

麦に関する規定を一部変更するための食糧法の改定が行われ，改定法は同年 6月21日に公布さ

れた。また，同国会では05年10月発表の「経営所得安定対策等大綱」で打ち出された品目横断

的経営安定対策を導入するための「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関

する法律」（以下，担い手経営安定新法）の制定も行われ，これも同 6月21日に公布された。

この 2つの法律によって「あり方」に沿っての麦政策・制度再編はその法的根拠が与えられ，

これを受けて再編の内容が具体化されていった。以下，その概要を見ていこう。

（１）改定食糧法の内容とその具体化

まず，改定法では，改定前の第41条が全面削除された。改定前第41条はその第 1項で「政府

は，政令で定めるところにより，麦をその生産者又はその生産者から委託を受けた者の売渡し

の申込みに応じて，無制限に買い入れなければならない。」として政府無制限買入制度につい

て規定し，また，第 2項では「前項の規定による政府の買い入れの価格（以下，この条におい

て「政府買入価格」という。）は，政令で定めるところにより，農林水産大臣が，麦の生産費

その他の生産条件，麦の需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し，麦の再生

産を確保することを旨として定める。この場合においては，国内における麦作の生産性の向上

及び国内産麦の品質の改善に資するよう配慮するものとする。」として政府買入価格について

規定していた。同条の全面削除は「無制限」の政府買入れを廃止しただけではなく，政府買入

れ自体を廃止したことを意味するものであり，これによって国産麦については「政府買入価格」

そのものが消滅した。

先述のように「あり方」では政府無制限買入制度廃止に対する生産者の不安を払拭するため

に政府による麦需給計画の策定を提起したが，これを受けて改定法第41条（麦の需給見通し）

では「農林水産大臣は，麦の需給及び価格の安定を図るため，政令で定めるところにより，毎

年，麦の需給に関する見通し（以下「需給見通し」という。）を定めるものとする。」（第 1項），

「需給見通しにおいては，次に掲げる事項を定めるものとする。1 麦の種類別需要数量に関す

る事項　2 前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項　3 麦

の備蓄の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項　4 その他麦の需給の安定に関

する重要事項」（第 2 項）が定められた。そして，これに基づいて07年 3 月には「麦の需給に

関する見通し」が作成された28）。

改定法第41条第 2項第 3号の備蓄規定に関しては，改定法第 3条（定義）の第 3項「この法

律において『麦の備蓄』とは，麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え，必要

な数量の麦を在庫として保有することをいう。」，第42条（麦等の輸入を目的とする買入れ及び

当該麦の売渡し）の第 4項「第 1項の規定による麦の買入れ及び第 2項の規定による当該麦の

売渡しは，麦の適切な供給及び麦の備蓄の円滑な運営を図るため，需給見通しに即して行うも

のとする。」という規定も設けられた。改定後も麦の国家貿易に関する規定について変更はな
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28） 改定食糧法の施行は07年 4月からであるが，同法附則第 2条により「需給見通し」については施行前に作

成・公表できることになっていたことによる。



く，「あり方」の提言どおり国家貿易による麦輸入は存続となったが，上記の改定法における

備蓄関連規定は，麦の国家貿易が，「あり方」が提起した備蓄の官民分担の見直しをも考慮に

入れて行われる態勢になったことを示すものである。

改定法では，政府保有麦の売渡方法・売渡価格等を規定した改定前の第43条（麦の政府売渡

し）も全面削除された。改定法によって国産麦の政府買入れが廃止されたのであるから，これ

に伴って国産麦の政府売渡しに関する規定についても削除が行われるのは当然であるが，改定

法は「あり方」の方向に沿って改定前第43条を全面削除することによって，輸入麦についても

その政府標準売渡価格を廃止したのである（輸入麦の政府売渡方法に関する規定は改定法第42

条第 2 項に移動）。これによって，輸入麦の政府売渡価格は「第 1 項の輸入を目的とする買入

れに係る麦を前項の規定により売り渡す場合の価格は，国際約束に従って農林水産大臣が定め

て告示する額を，当該麦の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。」（改定法第42条

第 3項）というＷＴＯ農業協定に関連する規定以外には拘束されなくなった。

これを受けて，07年度から輸入麦の政府売渡しは，従来，毎年，食料・農業・農村政策審議

会の答申を受けて決定されてきた標準売渡価格をベースとした年間固定価格ではなく，過去の

一定期間における銘柄別の政府買付価格の加重平均に年間固定のマークアップを加えて決定さ

れる「価格変動制」に基づく価格で行われることになった。具体的には毎年 4月・8 月・12月

に改定が行われ，そこで使用される政府買付価格は改定月の 3ヶ月前までの 8ヶ月間の価格の

加重平均が用いられる（当面の間は経過措置として，4 月・12月の年 2 回改定，8 ヶ月移動平

均で行われる）。なお，標準売渡価格が廃止された下での価格変動の激変緩和措置として，価

格改定幅に制限が付けられ（小麦は± 5 ％，大麦は±15％），価格改定幅が 1 ％未満の場合に

は当該期の改定は行わないことになった29）。

また，国家貿易に関わって，改定法は新たな規定として第43条（輸入に係る麦等の特別な方

式による買入れ及び売渡し）を設け，「政府は，麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に

係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて，当該輸入に係る麦等を買い

入れることができる。」（第 1 項）として，「あり方」で提起されたＳＢＳ方式を国家貿易の 1

形態として規定した。

このＳＢＳ方式では，従来農林水産省との輸入契約によって国家貿易で輸入していた銘柄を

本船単位で輸入する区分（区分Ⅰ）と，関税相当量を支払って民間貿易で輸入されてきたよう

な特別な需要に対応する銘柄をコンテナ単位で輸入する区分（区分Ⅱ）に分け，区分Ⅰについ

ては対象銘柄は小麦ではＰＨとデュラム小麦，最低輸入単位は1000 t，区分Ⅱについては対象

銘柄はＳＢＳ以外の国家貿易（＝一般国家貿易）で輸入する銘柄以外の銘柄（輸入区分Ⅰの対

象銘柄は対象となる），最低輸入単位は100 tとされた30）。そして，入札数量は基本的には需要

者からのヒアリングに基づいて決定，入札回数は区分Ⅰでは毎月，区分Ⅱでは07年度は年 2回

行い，入札方式は米において行われている方式を準用し，引渡申込価格（＝政府買入価格）が
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29） 輸入麦政府売渡価格の変動制移行については，戸枝義晴「平成19年度からの外国産麦売却制度について」

『食料と安全』2007年 1 月号，森寛敬「平成19年度以降の輸入麦の売渡制度について」『輸入食糧協議会報』

（輸入食糧協議会事務局）2007年 1 月号，を参照のこと。価格改定幅 1％未満の場合当該期の改定を行わな

いとしたのは，製粉企業にとって原料小麦の価格変動が僅少である場合（とくに引き上げられる場合），そ

の価格変動を製品である小麦粉の価格に反映させることが困難であるという事情を考慮したためである。た

だし，1％未満の改定幅は，次期の改定時における改定額の算定に盛り込まれることになっている。

30） 浦田高宣「食糧用麦のＳＢＳ方式の概要」『輸入食糧協議会報』2007年 1 月号，倉田光信「食糧用麦のＳ

ＢＳ制度の概要について」『製粉振興』2007年 2月号。



買入予定価格（予め政府が設定）以下で，かつ買受申込価格（＝政府売渡価格）が売渡予定価

格（引渡申込価格に一定のマークアップを加えたもの）以上であって，引渡申込価格と買受申

込価格の差額が大きい申込みから，入札予定数量に達するまで，順次，契約の相手方として決

定していく，とした31）。

（２）担い手経営安定新法の内容とその具体化

担い手経営安定新法は，第 1条（目的）で「この法律は，米穀，麦その他の重要な農産物に

係る農業の担い手に対し，我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる

不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するため

の交付金を交付する措置を講ずることにより，その農業経営の安定を図り，もって国民に対す

る食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」として，第 2 条（定義）で「対象農産

物」と「対象農業者」（＝「担い手」）を定め，第 3 条（生産条件に関する不利を補正するため

の交付金の交付）と第 4条（収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交

付）によって対象農産物・対象農業者に対して行う措置を規定している。

上述のように，担い手経営安定新法は品目横断的経営安定対策の骨子を法定化したものであ

り，その具体的な諸措置は同法制定を受けて06年 7 月に発表された「経営所得安定対策等実施

要項」を始めとする諸行政文書によって定められた。それらの文書を基に品目横断的経営安定

対策の概要をまとめるならば以下のようになる。

まず，担い手経営安定新法第 2条で規定された対象農業者については，水田または畑作経営

を行っている認定農業者（個人・農業生産法人）及び集落営農組織（特定農業団体，または特

定農業団体と同様の条件を満たす組織）で，経営規模が認定農業者では原則として都府県で

4 ha以上，北海道で10ha以上，集落営農組織では原則として都府県・北海道とも20ha以上とさ

れた32）。

同第 2 条規定の対象農産物は，第 3 条規定の措置＝「生産条件不利補正対策」においては

麦・大豆・甜菜・でん粉原料用馬鈴薯の 4 品目が，第 4 条規定の措置＝「収入減少影響緩和対

策」においては麦・大豆・甜菜・でん粉原料用馬鈴薯の 4品目に米を加えた 5品目が，それぞ

れ該当品目とされた33）。麦は両対策において対象農産物として位置づけられた。

生産条件不利補正対策に基づく対象農業者への交付金の交付は，対象 4品目についての対象

農業者の過去の生産実績（2004年産から06年産までの過去 3ヶ年における「麦作経営安定資金」

や「大豆交付金」など各品目の交付金・助成金の対象数量を面積換算したもの34））に基づく支

払いを 7割，当該年の生産量・品質に基づく支払いを 3割として行われることになった。これ
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31） 食糧用麦のＳＢＳ方式は，米で用いられている方式を準用したものとされているが，実際には米のＳＢＳ

方式とすでに行われている飼料用麦のＳＢＳ方式との中間的なシステムである。これについては，重田勉

『麦政策改革と製粉産業』製粉振興会，2007年，pp.78-81，を参照。同書では，米と飼料用麦のＳＢＳ方式に

ついてその狙いとするところを分析し，それを踏まえて食糧用麦のＳＢＳ方式の特徴を明らかにしている。

32） ただし，対象農業者について原則どおりの適用を行うと，相当数の農家や生産組織が排除されてしまうた

め，①物理的特例（物理的制約から規模拡大が困難な地域では基本原則の概ね 8割の範囲内，中山間地域の

集落営農組織は 5割の範囲内で規模要件を緩和），②生産調整特例（地域の生産調整面積の過半を受託する

組織については20ha×生産調整率の範囲内〔 7 haが下限〕で，さらに中山間地域の同組織については

20ha×生産調整率×5/8の範囲内〔 4 haが下限〕で規模要件を緩和），③所得特例（対象品目を経営上の重要

な構成要素とし，有機栽培・複合経営等で相当水準の所得を挙げている農業経営については個別に認定），

という特例措置が設定された。



は，ＷＴＯ対応として「緑の政策」（当該年の農業生産を刺激しないという理由で，ＷＴＯ農

業協定の国内農業保護削減の対象外とされている）たる過去実績に基づく支払いを中心に据え

つつも，新「基本計画」が提示した食料自給率向上や消費者・実需者ニーズを踏まえた国内農

産物の品質向上を図るためには，「黄の政策」（当該年の国内農業生産を刺激するという理由で，

ＷＴＯ農業協定の国内農業保護削減の対象とされている）に該当する政策も行う必要があった

ことによる。

そして，小麦に関しては，過去の生産実績に基づく支払いについては10a当たり平均 2 万

7740円，当該年の生産量・品質に基づく支払いについては60㎏当たり2110円（Ａランク・1等）

という額が示され，両者を合わせて10a当たりで 4万0400円，60㎏当たりで6250円という支援

水準が見込まれた。

収入減少影響緩和対策は，天候不順や市場価格下落等によって対象農業者の農業経営の収入

が減少した際に，その影響を緩和することを目的としたものである。具体的には，対象品目ご

との当該年の収入と基準期間（過去 5年中の最高年と最低年を除いた 3年）の平均収入との差

額を対象農業者の経営ごとに合算・相殺し，減収額の 9割を積立金（対象品目ごとの基準期間

の平均収入の10％の減収に対応しうる額とし，政府 3：生産者 1の割合での拠出を行う）の範

囲内で補填する（農業災害補償制度による補償との重複を排除する）仕組みとされた。

なお，品目横断的経営安定対策の実施に当たっては，各品目別の各種財源を一括経理するこ

とを目的に食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措置特別会計の統合が行われ，07年 4 月から

新たに「食料安定供給特別会計」が設置された。

２　「仕組み」をめぐる動き

先述したように，「仕組み」に関しては04年 9 月に協議会で「民間流通制度の見直しについ

て」が決定された。そこで示された検討課題のうち「アローワンスの一律的運用の見直し」は

06年産の「仕組み」で具体化されたが，民間取引の根幹に関わる課題については07年度からの

麦政策・制度の再編に合わせて見直すこととされていた。

05年10月に「あり方」が発表され，06年に入って第164回国会で食糧法改定案・担い手経営

安定新法案が審議される中，06年 5 月に開催された協議会では07年度からの麦政策・制度の再

編を見越して，先の検討課題を具体化させて07年産の「仕組み」を決定した。

そこでは，①取引の基本は引き続き播種前契約とし，現物取引は例外的な扱いとするものの，

播種前に契約が成立しなかった麦を対象として収穫後に現物取引を導入する，②相対取引につ

いては，過去の買受実績シェアに基づいて行うとされていた従来のルールを改め，売り手と買
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33）「生産条件不利補正対策」において米が対象農産物とならなかったのは，国内市場価格形成をめぐる状況

が米以外の 4品目と異なっていることによる。米以外の 4品目は，国内供給の大宗が輸入品によって供給さ

れており，品目ごとの政策の違いによる差はあるものの，総じて各品目の国内市場価格は輸入格に引き寄せ

られた水準で形成されていた。この下で，国内生産を支えるためにとられてきが「麦作経営安定資金」や

「大豆交付金」などの助成金・交付金だったのであり，今回，従来の主要品目ごとの価格・所得政策を「品

目横断的経営安定対策」に集約するに当たっては，当然ながら「麦作経営安定資金」や「大豆交付金」を代

替する「生産条件不利補正対策」の対象に麦や大豆は含めなければならなかった。これに対して，米はミニ

マム・アクセス米の輸入はあるものの，輸入抑制的な国家貿易・高関税の下で国内市場価格形成における輸

入品の影響はあまりないために，同対策の対象にはならなかったのである。

34） 面積単価は市町村ごと（合併した市町村間で単収が大きく異なる場合には，合併前の市町村ごと）に決定

される。



い手の双方の協議・合意の下で取引を行うよう努める，③相対取引の範囲内で複数年契約を試

行的に実施する，また，08年産ではさらに複数年契約の具体化に向けて検討する，④アローワ

ンスの考え方をより明確にして天候以外の要因についてはアローワンスを認めないこととし，

天候以外の要因による増産分については現物取引扱いとし，減産分については違約金の対象と

する，⑤入札における値幅制限について大麦・裸麦も± 7％にする，⑥入札の申込限度数量を

大麦・裸麦についても買い手の購入実績の1.35倍から1.45倍に引き上げる，⑦追加契約及び現

物取引契約の対象となる麦について，売り手が希望する場合には通常契約の入札に準じて入札

に付することができるようにする，という改定が行われた。また，義務上場制，値幅制限の見

直し等については次年度以降の検討課題とされた35）。

07年 5 月の協議会で決定された08年産の「仕組み」は基本的に前年産のそれを引き継ぐもの

であったが，①入札取引を活性化させるために，入札回数が 2回であるにもかかわらず落札結

果は 2回目の終了後に 1回目と 2回目を合わせて公表されている現行のシステム（実質的に 1

回入札 2札）を変更して，入札実施回ごとに銘柄別の落札平均価格を速やかに公表する，②08

年産の具体的なアローワンスについては，作況等の実態を精査しつつ「民間流通地方連絡協議

会」（以下，「地方協議会」）36）において協議・決定する，③毎年 6月から 7月に開催される「地

方協議会」で行われる「ミスマッチ」解消に向けた議論に沿って生産者側が販売予定数量を修

正検討するための時間に余裕をもたせ，より需要にあった販売予定数量が積み上がるようにす

るために，入札の時期を従来の 8月から 8～ 9月にずらす，という点が変更された37）。

なお，07年 5 月の協議会では今後の「仕組み」に関する課題についても議論が行われたが，

そこでは実需者側から，①輸入麦政府売渡価格の変動制への移行を受けての播種前契約や播種

前入札取引のあり方の見直し（追加契約の全量や通常契約の一部への現物取引の導入など），

②アローワンスの縮小，③品質取引の廃止，④麦契約生産奨励金の根本的見直し・整理，など

が要望事項として出され，これらについては協議会の直接的取扱事項ではない③の麦契約生産

奨励金を除いた各項目が今後の検討課題とされた38）。

３　2007年度における品質評価基準の改定

先述したように「あり方」では「品目横断的経営安定対策への転換に併せて，品質改善を推

進する観点から，品質評価の基準について，17，18年産の運用状況をみつつ，現行の品質区分

の適正化を念頭に置きながら，生産実態・実需者ニーズを踏まえ，適切に見直しを行う必要が

ある」とされたが，これは2007年産から麦作経営安定資金に代わるものとして導入される生産

条件不利補正対策（そのうちの「当該年の生産量・品質に基づく支払いの部分」）及び07年産

からの麦契約生産奨励金に適用する品質評価基準について，05年産・06年産で適用された基準

の改定を求めたものであった。

これを受けて，06年 3 月に農林水産省総合食料局長の下に，生産者団体，製粉企業等の実需
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35） 2007年産の「仕組み」の内容については，同文書及び勢木紘治郎「19年産民間流通の仕組み」『製粉振興』

2006年 6月号，を参照。

36） 協議会が全国段階の組織であるのに対して，「地方協議会」は地域の実態に即した協議を行うために麦の

主産県に置かれた組織である。

37） 2008年産の「仕組み」の内容については，同文書及び満留幸男「平成20年産民間流通麦の仕組み」『製粉

振興』2007年 6月号，を参照。

38） 注37に同じ。



者，学識経験者等からなる「品質評価基準の見直しに関する検討会」が設けられ，3回の検討

会（別途，作業部会が 3回開催される）を経て同年 7月に最終報告書がまとめられた。そして，

これに基づいて07年産から国産小麦の約 5割を占める日本めん用小麦に対して新たな品質評価

基準が適用されることになった。

検討会は「現行の品質評価の基準は，当面 2年間を移行期間として，本来実需者が望む基準

よりも達成しやすい基準で設定されたものであり」「19年産以降は，食糧法の改正に伴い，国

内産麦が完全な民間流通へ移行することから，さらなる良品質麦生産を実現し，需要に応じた

生産体制を築いていくことが重要であるため，品質評価基準の見直しについて検討を行う」39）

という趣旨で開催されたことからわかるように，品質評価基準をより厳しい方向で改定するこ

とを目的としたものであった。そこには，先述したように05年産からの新区分方式導入の際，

各ランクのシェアを07年産でＡ30％，Ｂ40％，Ｃ30％，Ｄ 0％とする目標が示されていたにも

かかわらず，実際には05年産において日本めん用小麦でＡが83.8％，Ｂが9.3％，Ｃが6.4％，Ｄ

が0.4％となり40），04年産までとほとんど変わらない状況となったため，新区分方式を実質化さ

せるためには評価基準を厳しくする必要がある，という認識があった。

検討会では，評価基準をより厳しいものに改定することを求める実需者側と，微温な改定に

止めたいとする生産者団体側との意見の対立があったが，結論としては，たんぱく・灰分・容

積重・フォーリングナンバーの 4 項目についてそれぞれの「基準値」「許容値」の達成数でラ

ンクを決定するという現行の枠組みを引き継ぎつつ，「基準値」「許容値」を次のように見直す

こととなった41）。すなわち，①たんぱく（「実需者が望む基準値」は10.0～11.0％）については

基準値を現行の「9.5～11.5％」から「9.7～11.3％」に狭めるとともに，許容値についても「8.0

～13.0％」を「8.5～12.5％」に狭める（低アミロース品種の許容値は8.0～13.0％のまま），②灰

分（「実需者が望む基準値」は1.50％以下）については基準値は「1.60％以下」で変更しないも

のの，許容値については「1.70％以下」から「1.65％以下」へと変更して厳格化する，③容積

重については基準値を現行の「833g/ l以上」を「実需者が望む基準値」である「840g/ l以上」

とする（容積重には許容値はない），④フォーリングナンバー（「実需者が望む基準値」は300

以上」）については，現行の基準値がすでに「300以上」であり，また，日本めん用小麦のほぼ

全量がこれをクリアしているために基準値の見直しは行わないこととし，また，許容値の

「200以上」についても見直しは行わない，というものである。

以上，改定された品質評価基準は，生産者団体側の意見を無視できなかったためにたんぱ

く・灰分の基準値については「実需者が望む基準値」よりも緩やかなもので止まったが，全体

としては「基準値」「許容値」とも従来よりも厳しいものになったのである。
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39）「『品質評価基準の見直しに関する検討会』開催要項」（第 1回品質評価基準の見直しに関する検討会資料）。

40） 前掲「国内産小麦の品質評価基準に関する現状と課題」p.8。また，第 1回研究会が開催された後に発表

された2006年産の日本めん用小麦のランク別比率はＡ83.1％，Ｂ11.6％，Ｃ5.3％，Ｄ0.1％，であった；全国

米麦改良協会資料より。

41） 検討会では，①菓子用基準の導入，②低アミロース品種等に対する基準の導入，③一部の地域に適用され

る評価項目基準の導入，④品質を一定程度均一化した場合に評価する基準の導入，⑤市場評価を反映する基

準の導入，など，評価基準の枠組みそのものの変更を求める意見も出されたが，これらは採用されなかった。

これらの意見，および品質評価基準の最終的な見直し内容については，『「品質評価基準の見直しに関する検

討会」最終報告書』を参照のこと。



４　国内麦生産にとっての再編麦政策・制度の意味

以上，2007年度再編麦政策・制度の概要を見てきたが，それでは再編後の政策・制度は国内

の麦生産にとってどのような意味を持つのだろうか。

まず，麦は品目横断的経営安定対策の対象品目となったが，これによって対象農業者以外の

生産者が生産した麦は生産条件不利補正対策及び収入減少影響緩和対策の対象から外されるこ

とになった。しかし，とくに生産条件不利補正対策の交付金（先述のように60㎏当たりＡラン

ク・1等で6250円）は従来の麦作経営安定資金に代わるものであり，これが交付されないとす

るならば，市場販売価格（06年産の小麦全銘柄平均入札指標価格は60㎏当たり2232円）だけで

生産費（06年産小麦60㎏当たり「田畑計」の全算入生産費は北海道で7638円，都府県で9238円42））

を補償することはできないのであって，これはとりわけ対象農業者となれる規模にはない農家

によって生産が担われており，また，米生産調整政策における産地づくり交付金の交付対象に

もならない（つまり，市場販売価格に産地づくり交付金を加えることによって生産費を補償す

るという可能性もない）都府県の水田裏作麦・畑作麦の生産に大きな打撃を与えることになる。

都府県の水田裏作麦・畑作麦についても，それを担当する農家が個別に規模を拡大したり，

内実を伴う集落営農組織43）を結成したりして品目横断的経営安定対策の対象農業者になるなら

ば，生産条件不利補正対策による交付金が交付されて，麦生産を続けることは可能である。た

だし，このような対応を行う場合，それが実質的に賃貸借で行われる場合においては「借り手」

による「貸し手」への小作料＝地代支払いが必要となり，また，実質的に作業受委託で行われ

る場合には委託者による受託者への作業料金支払いが必要となる。

つまり，個別農家の規模拡大であろうと，内実を伴う集落営農組織の結成であろうと，経営

規模の拡大は生産コストを低下させる可能性を持つが，他方では地代や作業料金などコストを

伴う新たな経済範疇を発生させるのであり，この新たな経済範疇への対応が規模拡大した経営

体の存続を左右することになる。この場合，賃貸借における地代は「貸し手」が麦作から得て

いた所得が基本になるであろうし，作業受委託の場合の作業料金は委託者の当該作業委託によ

るコスト低減額が基本になるであろうから44），この水準の地代や作業料金を保障するためには，

生産者手取価格は（生産費に対する）現在の水準を大きく下回るものであってはならないと考

えられる。なお，これは現状の国内生産量を前提としているのであるから，麦生産の全般的な
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42） 農林水産省統計部『平成17年産 米及び小麦の生産費』より。

43） 品目横断的経営安定対策の対象農業者になることを目的として，この間各地で多くの集落営農組織が結成

されてきたが，その中には形式的には対象農業者要件を満たしているものの，内実は従来とほぼ同様に個別

農家ごとに農業生産を行っているところもある（各農家は集落営農組織に農地を提供し，集落営農組織は農

地を提供した農家に対してその農家が提供した農地の耕作を作業委託するなど）。この場合，経理の一元化

などが必要であるために従来と全く同じという訳にはいかないが，本来，集落営農組織は「農地の出し手」

と「オペレーター」の分離が念頭に置かれていることを考えるならば，上述のようなケースは内実を伴って

いないと言えよう。このようなケースについては，前山薫「岩手県における集落営農の現状と課題－品目横

断的経営安定対策加入組織を対象として－」『第43回東北農業経済学会岩手大会報告要旨』2007年 8 月,を参

照のこと。

44）「貸し手」や作業委託農家が，賃貸や作業委託によって軽減された労働を他作物の生産や他産業への兼業

などに振り向け，そこから所得を得ることができるならば，地代や作業料金の水準は本文中で述べた「基本」

よりは低くなるであろう。なお，前掲，拙稿「戦後小麦政策と小麦の需給・生産」pp.125-126では，都府県

の水田裏作麦において規模拡大を行うには，生産者に規模拡大を志向させるインセンティブを持つ水準の生

産者手取価格を保障するとともに，規模拡大に当たっての地代負担力を強化するための財政措置をとること

が必要であることを指摘した。



拡大を目指すならば生産者手取価格の水準を維持ないし拡大することが必要となろう。

しかし，再編麦政策・制度は生産者手取価格の水準を相当程度引き下げる可能性を持ってい

る。その最大の制度的問題は，生産者手取価格を下支えする措置の欠落である。

改定前の食糧法では，政府無制限買入制度の下，麦生産者は政府に対して「麦の生産費その

他の生産条件，麦の需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し，麦の再生産を

確保することを旨として定め」られる政府買入価格で麦を無制限に売り渡すことができたので

あり，これは政府無制限買入制度が生産者手取価格を政府買入価格以下には下げないという，

生産者手取価格の下支え機能を有していたことを意味する45）。先述したように，00年度以降民

間流通移行が大きく進んだのは政府買入麦の生産者手取価格よりも民間流通麦のそれを有利に

する諸措置がとられたことによるところが大きいが，これは見方を変えるならば，経過措置と

して政府無制限買入制度が残された下で民間流通を促進するためには，民間流通麦の生産者手

取価格の方を有利にする諸措置をとらざるを得なかったということである。このことは，政府

無制限買入制度は民間流通が麦流通のほとんどを占めるようになった状況下でも，民間流通麦

の生産者手取価格を政府買入価格以下には下げないという，生産者手取価格の下支え機能を有

していたことを示すものである。確かに政府無制限買入制度は「ミスマッチ」を発生させる一

因ではあったが，生産者手取価格を下支えするという機能を有していたという側面は再確認し

ておかなければならない。

今回の麦政策・制度再編では政府無制限買入制度が廃止されたが，これに代わる生産者手取

価格の下支え措置は設定されていない。このような中，再編後の麦生産者手取価格において圧

倒的な割合を占めることになる生産条件不利補正対策では，コストプール方式の破綻状況が続

く中，その交付金単価は従前の麦作経営安定資金の単価から引き下げられ（60㎏当たりＡランク・

1 等6650円から同6250円へ），同対策の「当該年の生産量・品質に基づく支払い」に適用され

る品質評価基準も，「ミスマッチ」を解消するためとして厳格化された。これは麦契約生産奨

励金における品質評価基準の厳格化と相俟って生産者手取価格を引き下げるものとなる46）。

また，輸入麦政府売渡価格変動制の導入では，一定のマークアップを年間固定するというこ

とになっているが，この間，国際競争力の観点から製粉産業をはじめとする麦加工産業が輸入

麦政府売渡価格の引下げを求めており，現に従前の年間固定制の下においても政府売渡価格が

引き下げられてきた状況を見るならば，このマークアップは引き下げられることはあっても，

引き上げられることは考えにくい。これは現在のコストプール方式の破綻状況が今後も続くで

あろうことを意味するが，これは政府の財政支出削減方針の下で一般会計から食料安定供給特

別会計への繰入額の削減が求められる中，生産条件不利補正対策の交付金額の抑制へと繋がり，

麦の生産者手取価格を引き下げることになる。
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45） ただし，食管法・食糧法を通じて政府買入価格が『麦の再生産を確保する』内実を持っていたかというと

必ずしもそうではなかった。そこでは，1970年代半ばから80年代前半の時期を除いて，「その他の経済事情」

や「国内における麦作の生産性の向上及び国内産麦の品質の改善に資するよう配慮するものとする」という

規定の方が前面に出て，政府買入価格は国産麦の再生産を確保する水準には設定されなかった。これについ

ては，前掲，拙著の第 6章～第 8章を参照のこと。

46） ただし，2007年産においては，Ａランク94.3％，Ｂランク3.1％，Ｃランク1.5％，Ｄランク1.0％と，品質

評価基準改定前よりもＡランクの比率が高まっており，生産者に不利な状況にはならなかった。その要因に

ついては詳細な分析を行う必要がある。ただし，もし，08年産や09年産でもＡランクの比率が高いままであ

る場合は，10年産からの品質評価基準の見直しの際に実需者側からより厳しい基準の設定を求める声が出る

だろう。



生産条件不利補正対策に関してさらに述べるならば，先述のようにその交付金は「過去の生

産実績」を 7 割，「当該年の生産量・品質に基づく支払い」を 3 割として交付されることにな

った。しかし，これは2004年産から06年産において麦を生産していた対象農業者に対しては07

年産以降（11年産まで）麦を生産しなくても「過去の生産実績」に基づく交付金が支払われ，

他方，07年産以降新規に麦を生産する対象農業者に対しては「当該年の生産量・品質に基づく

支払い」しか行われないという状況を生み出している47）。つまり，生産条件不利補正対策の仕

組み自体が麦の生産を抑制する作用を持っているのである。

さらに，民間流通取引の「仕組み」については，「ミスマッチ」解消に向けた措置として07

年産から大麦と裸麦における値幅制限の拡大やアローワンスの厳格化などが行われるが，輸入

麦政府売渡価格が引き下げられる方向にある中での値幅制限拡大は入札取引価格の下落を促進

させることになるであろうし，アローワンスの拡大は生産者側の負担を増加させるがゆえに実

質的に生産者手取価格を引き下げるものとなる。また，07年 5 月の協議会において，アローワ

ンスのさらなる縮小，品質取引の廃止，麦契約生産奨励金の廃止などが実需者側から提起され

たが，これが実現すれば生産者手取価格はさらに下がることになる。

以上，再編麦政策・制度は，生産者手取価格の下支え措置を欠落させた中，生産者手取価格

の水準を相当程度引き下げる可能性を持っており，それゆえ，そこで行われる「ミスマッチ」

解消のための措置は生産拡大には繋がりにくいものになっている。したがって，再編麦政策・

制度は部分的には「ミスマッチ」解消をもたらすかもしれないが，全体的には国内の麦生産を

縮小させる方向に働くことになろう。

なお，「経営所得安定対策等大綱」において品目横断的経営安定対策と「表裏一体」のもの

として打ち出された米政策改革推進対策の下，07年度から米生産調整の主体を政府・地方公共

団体から生産者・生産者団体に移した新たな米生産調整政策＝「新需給調整システム」が開始

された。そこでは内容上の若干の変更はありつつも従来の「産地づくり交付金」が引き継がれ，

その予算規模もほぼ従来水準となった（約1480億円）。しかし，生産者・生産者団体主体の生

産調整への移行は生産者の米生産調整参加行動を弱めるものであり，これは「新需給調整シス

テム」において従前の「麦・大豆品質向上対策」（ 1万3000円/10a）が廃止されたこと，また，

上述したように麦の生産者手取価格水準の下落が予想されることと相俟って，生産者の転作麦

作付意欲を減少させ，転作麦の生産減少をもたらす可能性を持つものである。

Ⅵ　むすび

2007年度における麦政策・制度の再編は，00年度の民間流通移行後に現れた国産麦をめぐる

諸問題への対応と，05年 3 月策定の新「基本計画」に基づいて07年度から開始される品目横断

的経営安定対策への対応という，2つの大きな政策的要請を背景として行われた。

そこでは，「ミスマッチ」の解消，及び品目横断的経営安定対策との整合性を主な理由とし

て政府無制限買入制度が廃止されたが，これは同時に生産者手取価格の下支え措置を失わせる
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47）「当該年の生産量・品質に基づく支払い」だけでは再生産が行えないという批判があったため，「担い手

経営革新促進事業」が設定され，①2005年産以降の農外からの新規参入，②07年産以降の米生産調整強化へ

の対応，③07年産以降の経営規模の拡大，によって対象農産物の生産を拡大した場合に限って，別途助成金

（小麦 2万7600円/10a）が支払われることになった。



ものであった。そして，再編麦政策・制度では政府無制限買入制度に代わる生産者手取価格の

下支え措置が設定されない一方で，生産者手取価格に決定的な意味を持つ生産条件不利補正対

策は従来の麦作経営安定資金よりも引き下げられ，また，「ミスマッチ」解消のための施策は

生産者負担を増加させる方向で行われ，さらに「新需給調整システム」の下で転作麦の生産に

ついても厳しい状況が現れるなど，国内麦生産に厳しい政策的・制度的状況が作られている。

したがって，再編麦政策・制度は，たとえ「ミスマッチ」解消に一定の効力を発揮したとし

ても，それは国内麦生産が縮小する中のことであり，全体としては国内麦生産を発展する方向

には繋がらないと考えられる。

国内の麦生産を発展させるには「ミスマッチ」の解消は必要であり，そのためには生産条件

不利補正対策や「仕組み」において市場評価を正確に反映させる仕組みを作ることが求められ

るが，それは生産者手取価格を国産麦の再生産を保障する水準に保つことが前提でなければな

らない。したがって，（小）麦に充当する生産条件不利補正対策の財源をコストプール方式で

賄うことが難しいならば一般会計からの補填が必要であり，そのための国民合意を作ることが

求められる。また，「過去の生産実績」7 割，「当該年の生産量・品質に基づく支払い」3 割と

いう生産条件不利補正対策のあり方は国内麦生産の発展には繋がりにくいものであり，後者の

比重を高めていく必要があるが，そのためにはＷＴＯ農業協定の内容を修正していく取組みも

求められる。さらに，米と麦の間で収益に大きな差がある現状を踏まえるならば，「新需給調

整システム」の産地づくり交付金についても，（生産者・生産者団体が生産調整の主体となっ

た現状ではなおさら）収益格差を大きく縮めるような交付金額が必要となる。

この間，オーストラリアやヨーロッパでの異常気象による小麦の減産や，アメリカにおける

バイオエタノール用のトウモロコシへの小麦の作付転換などによって小麦の国際価格が上昇

し，輸入小麦の政府売渡価格が07年10月から10％引き上げられる状況の下，07年 9 月に行われ

た民間流通小麦の入札取引価格（60㎏当たり全銘柄平均指標価格）は前年度を6.6％上回る

2470円となった（値幅制限は± 7 ％）。これは00年産の入札取引開始以降最高の水準である。

しかし，このような国際的な需給逼迫が今後も続くかどうかは不透明であり，また，この程度

の入札価格の上昇では麦作経営安定資金と比較した生産条件不利補正対策の減額分を賄うこと

はできない。

国内の麦生産の発展を目指すならば，国産麦の再生産を保障する水準に生産者手取価格を維

持するための政策・制度を設定する必要があるのである48）。

（2007年 9 月27日受理）

本稿は日本学術振興会の2005～2007年度科学研究費補助金（基盤研究（C））「再編麦政

策下における新たな小麦生産・流通システム構築に関する研究」（研究代表者：横山英信，

課題番号：17580187）による研究成果の一部である。
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48） 筆者は，国内麦生産の再生産を保障するには生産者手取価格が少なくとも「都府県・田作」の平均生産費

をカバーする水準にあることが必要であると考えている；前掲，拙稿「戦後小麦政策と小麦の需給・生産」

pp.125-126。


